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【足立区債権等処理判定委員会】会議概要 

会 議 名 令和３年度 第１０回 【足立区債権等処理判定委員会】 

事 務 局 区民部特別収納対策課 

開催年月日 令和３年９月３日（金） 

開 催 時 間 午後２時５８分 ～ 午後５時５分 

開 催 場 所 南館４階作業室 

出 席 者 

吉岡 裕貴 委員 面川 典子 委員 脇本 利紀 委員 

寺口 正治 委員 田中 礼子 委員  

千ヶ崎 福祉管理課長 
坂入  

特別収納対策課長 
 

青柿 

福祉管理課債権係長 
  

（事務局）長内 特別収納対策課特別収納対策係長  

瀧川 特別収納対策課特別収納対策係主任  

大田 特別収納対策課特別収納対策係係員 

宮崎 債権管理・滞納整理専門員 

欠 席 者 山崎 課税課長  秦 納税課長 

会議次第 別紙のとおり 

資 料 

【資料  １】 足立区債権等処理判定委員会 付議書 諮問第 28号  

【資料  ２】 足立区債権等処理判定委員会 付議書 諮問第 29号  

【資料  ３】 足立区債権等処理判定委員会 付議書 諮問第 30号  

【資料  ４】 足立区債権等処理判定委員会 付議書 諮問第 31号 

 ※資料１から４は付議事項に関するものであるため非公開 

【資料  ５】 足立区債権等処理判定委員会への諮問について 

【資料  ６】 債権等処理判定委員会委員名簿（令和３年度） 
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（審議経過） 

○特別収納対策課長  

ただ今より、第 10回足立区債権等処理

判定委員会を開催させていただきます。 

本日は、お忙しいところご出席いただ

きまして、誠にありがとうございます。

私は、司会を務めさせていただきます、

区民部特別収納対策課長の坂入と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

本委員会は足立区債権等処理判定委員

会設置条例第７条により公開となってお

りますが、希望者がいなかったため、傍

聴者はおりません。そのほか、同条例第

８条による守秘義務がございます。 

また、足立区債権等処理判定委員会設

置条例施行規則第５条に基づき、議事録

を作成します。そのため、会議内容を録

音させていただきますことを予めご承知

おきください。それでは、次第に沿って

進めさせていただきます。 

初めに、債権等処理判定委員会委員の

紹介及び委嘱式を行いたいと存じます。

区長は他の公務と重なっているため、鈴

木区民部長から委嘱状をお渡しいたしま

す。 

私が名前をお呼びしますので、その場

でご起立いただき、委嘱状をお受け取り

ください。 

初めに、みらい総合法律事務所、吉岡 

裕貴 様 

○区民部長 委嘱状、吉岡 裕貴 様、足

立区債権等処理判定委員会の委員を委嘱

します。期間 令和３年 9月１日から令和

５年８月３１日まで。令和３年９月１日、

足立区長 近藤やよい。 

よろしくお願いいたします。 

（委嘱状手渡し） 

○特別収納対策課長 わかば法律事務所、

面川 典子 様 

○区民部長 委嘱状、面川 典子 様、よ

ろしくお願いいたします。 

（委嘱状手渡し） 

○特別収納対策課長 日本大学経済学部

教授 脇本 利紀 様。 

○区民部長 委嘱状、脇本 利紀 様、よ

ろしくお願いいたします。 

（委嘱状手渡し） 

○特別収納対策課長 東京税理士会 寺

口 正治 様。 

○区民部長 委嘱状、寺口 正治 様、よ

ろしくお願いいたします。 

（委嘱状手渡し） 

○特別収納対策課長 民生・児童委員 田

中 礼子 様。 

○区民部長 委嘱状、田中 礼子 様、よ

ろしくお願いいたします。 

（委嘱状手渡し） 

 

○特別収納対策課長  

以上で委嘱式は終了となります。委員の

皆様、ありがとうございました。 

 引き続き判定委員会の関係職員を紹

介いたします。名前をお呼びしますので

その場でご起立をお願いいたします。 

鈴木 区民部長です。 

山崎 課税課長、秦 納税課長 につき

ましては、本日所用により欠席です。最

後に、事務局です。 

特別収納対策課係長の長内です。 

同じく、特別収納対策係の瀧川です。 

同じく、特別収納対策係の大田です。 

債権管理・滞納整理専門員の宮崎で

す。 

また、本日の議題は「足立区生業資金

貸付金」等の債権放棄の案件でありま

す。ご説明のため、福祉管理課から千ヶ

様式第２号（第３条関係） 
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崎課長、青柿債権係長、に出席していた

だいております。 

続きまして、次第、「２ 委員長及び副

委員長の選出」を行います。足立区債権等

処理判定委員会設置条例第５条の規定に

基づき、委員の互選により定めることとな

りますが、いかがいたしましょうか。 

 吉岡弁護士に委員長、副委員長につきま

しては、面川弁護士にお願いしたいと思い

ますが、皆さんいかがでしょうか。 

（異議無し） 

○特別収納対策課長 

 それでは、吉岡 裕貴 様に委員長を、

面川 典子 様に副委員長をお願いした

いと存じます。 

委員長、副委員長の選出を受けまして、

吉岡委員長、面川副委員長から一言いただ

ければと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長 至らない点があると思います

が委員の皆様のご協力をいただきながら

職務遂行してまいりたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○副委員長 皆さんと議論して解決して

いきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○特別収納対策課長 

 以上で、第一部を終了させていただき

ます。 

次に、第二部に入りますが、まず配付

資料の確認をさせていただきたいと存じ

ます。 

○事務局  

事務局です。本日の配付資料の確認を

させていただきます。 

次第、資料１から資料４「足立区債権等

処理判定委員会 付議書」諮問第 28 号か

ら 31 号、資料５「足立区債権等処理判定

委員会への諮問について、資料６「足立区

債権等処理判定委員会委員・関係出席者名

簿」でございます。 

不足資料等ある方はいらっしゃいます

でしょうか。 

○特別収納対策課長  

続きまして、次第「３ 諮問」です。 

本判定委員会への足立区長からの諮問

につきましてご案内いたします。資料５

「足立区債権等処理判定委員会への諮問

について」をご覧ください。 

本日の審議案件は、資料１から資料４

の諮問第２８号から諮問第３１号の４件

についてです。 

それでは、次第「４ 審議」からの議

事進行につきましては、吉岡委員長にお

願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

【付議事項審議非公開】 

 

○特別収納対策課長  

続きまして、次第、「４ 事務連絡」で

す。 

本日いただきましたご意見につきまし

ては、処理方針の答申案をまとめさせてい

ただき、９月２４日までに送付させていた

だき、ご了承のもと区長へ答申報告をさせ

ていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

また、議事録につきましても、事務局で

素案作成しましたものを後日送付いたし

ますので、ご確認をお願いいたします。 

ご確認いただいた後、吉岡委員長、面川

副委員長に議事録への署名を別途依頼い

たしますのでよろしくお願いいたします。 

次回の第１１回判定委員会は、令和４年

１月の開催を予定しております。開催前に、
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日程調整させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

それでは、これで第１０回足立区債権等

処理判定委員会を終了します。 

（以上） 


